
これまで山間部等においてデジタルテレビ放送を受信するために共聴施設を改修又は新設する

辺地共聴辺地共聴施設施設のデジタル化ののデジタル化の支援支援

これまで山間部等においてデジタルテレビ放送を受信するために共聴施設を改修又は新設する
者に対して、国がその整備費用の一部を補助。これを継続するとともに、１㎞を超える伝送路
整備及びケーブルテレビへの移行に対する支援を拡充。

＜補助スキ ム＞

ア 事業主体：市町村又は辺地共聴施設の設置者

イ 対象地域：山間部など中継局の放送エリアの外の地域

ウ 補助対象

（１）有線共聴施設及び無線共聴施設の場合

＜補助スキーム＞

ア 事業主体：市町村又は辺地共聴施設の設置者

イ 対象地域：山間部など中継局の放送エリアの外の地域

ウ 補助対象：ケーブルテレビへ移行する場合の初期費用及び既設

（２）ケーブルテレビへの移行 【拡充】

ウ 補助対象

・ 有線共聴施設：受信点設備の移設費、改修費等

・ 無線共聴施設：受信点設備、有線伝送路、送信設備等

エ 補助率 ：既設共聴施設を改修する場合 → １／２

新たな難視地区において
共聴施設を新設する場合

ウ 補助対象：ケ ブルテレビへ移行する場合の初期費用及び既設
施設の撤去費用

エ 補助率 ：１／２

有線共聴施設・ケーブルテレビへの移行の場合は 各世帯当たりの負担が
共聴施設を新設する場合 → ２／３

（ただし、１㎞を超える伝送路整備は１０／１０：拡充）

【有線共聴施設】
【ケーブルテレビへの移行】

有線共聴施設 ケ ブルテレビへの移行の場合は、各世帯当たりの負担が
３万５千円を超える場合が補助対象
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